
第３０号議案 

 

 

町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)２月２１日 

 

                                        提出者  町田市長職務代理者 

                        町田市副市長  榎 本 悦 次 



町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月町田市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 略 第３条 略 

２ 診療科目は、次のとおりとする。 ２ 診療科目は、次のとおりとする。 

（１）～（８）略 （１）～（８）略 

 （９）漢方内科 

（９）略 （10）略 

（10）略 （11）略 

（11）略 （12）略 

（12）略 （13）略 

（13）略 （14）略 

（14）略 （15）略 

（15）略 （16）略 

（16）略 （17）略 

（17）略 （18）略 

（18）略 （19）略 

（19）略 （20）略 

（20）略 （21）略 

（21）略 （22）略 

（22）略 （23）略 

（23）略 （24）略 

（24）略 （25）略 

（25）略 （26）略 

（26）略 （27）略 

（27）略 （28）略 

（28）略 （29）略 

（29）略 （30）略 

（30）略 （31）略 

（31）略 （32）略 

（32）略 （33）略 
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（33）略 （34）略 

３ 病床数は、４４０床とする。 ３ 病床数は、４５８床とする。  

附 則 

この条例中第３条第２項第９号を削り、同項第１０号を同項第９号とし、同項第１

１号から第３４号までを１号ずつ繰り上げる改正規定は公布の日から、同条第３項の

改正規定は令和５年５月１日から施行する。 
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